
京都市歴史資料館収蔵資料目録整備業務委託に係る公募型プロポーザル 
評価要領 

 
１ 評価基準 
  評価の項目，配点及び基準は，別表による。 
 
２ 評価の方法 

⑴  「京都市歴史資料館収蔵資料目録整備業務委託に係る公募型プロポーザル募集要

項」に基づき応募し，参加資格を有すると認められた者（以下「参加有資格者」と

いう。）を対象に，本業務受託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が

審査する。 
⑵  選定委員会は，参加有資格者から提出された技術提案書について書類審査を行

う。 
⑶  選定委員会は，評価項目ごとに各委員の評価点を平均した値を合計して，参加有

資格者の評価点を算出し，その総合得点が最高点の応募者を受託候補者として選定

する。 
⑷  前号に基づき評価点を算出した結果，その総合得点が同点の者が２者以上いる場

合は，その順位の決定は選定委員会の審議によるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別表） 

評 価 基 準 

【１００点】 
１ 業務実績等                                                  【７５点】 
 ・過去３年間（平成２９年度～令和元年度）における自社の業務実績が対象である。 

評価項目 評価事項 評価 配点 満点 

① 業務実績（古文書，書

跡・典籍，歴史資料） 
 

文化財指定※された古文書，書跡・典籍，歴史資料の

修復に係る実績数 

Ａ １０件 ２０ 
２０ Ｂ ５件以上 １０ 

Ｃ ３件以上 ５ 

上記のうち，国宝・重要文化財の件数 
Ａ ５件以上 １５ 

１５ Ｂ ３件以上 １０ 
Ｃ １件以上 ５ 

上記の業務実績が京都に関する古文書，書跡・典籍，

歴史資料であれば加点 

Ａ ５件以上 １０ 
１０ Ｂ ３件以上 ５ 

Ｃ １件以上 １ 

② 業務実績（デジタル画

像） 
 

文化財指定※された古文書等のデジタル画像の評価 
（文化財を再現したものとなっているか，様々な用

途に使用できるものとなっているか，等） 

Ａ かなり良く出来ている。 ３０ 

３０ 
Ｂ 良く出来ている。 ２０ 
Ｃ 普通 １５ 
Ｄ あまり良くない。 １０ 
Ｅ 良くない。  ５ 

※ 文化財指定とは，文化財保護法，都道府県及び政令指定都市における文化財保護条例に基づき指定されたものをいう。 
 
 
 



２ 業務実施の体制，方針等                                            【１０点】 
評価項目 評価事項 評価 配点 満点 

業務実施の体制 
・本業務における取組方針，組織体制は十分か 
・緊急の打ち合わせ等に対して速やかに対応可能な

体制を整えているか。 など 

Ａ 極めて評価できる １０ 
１０ Ｂ 評価できる ５ 

Ｃ 普通 ３ 
Ｄ やや評価できない ０  

 
３ 見積金額                                                   【１０点】 

評価項目 評価 配点 満点 

見積金額 

Ａ 最低価格を提示したもの １０ 

１０ 
Ｂ 最低価格との差が１０％未満 ５ 
Ｃ 最低価格との差が１０％以上 ３ 
Ｄ 委託金額との上限額と同額 ０ 

 
４ その他                                                    【５点】 

評価項目 評価 配点 満点 

市内中小企業 
Ａ 事業者が，市内中小企業である ５ 

５ 
Ｂ 事業者が，市内中小企業でない ０ 

※１ 「市内」とは，京都市の区域内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。 
※２ 「中小企業」とは，資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人をい

う。 
 


